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政に対する理解者が多いということになるわ

けですから、大変有難いことだと思っていま

す。これからもできるだけ会員の皆さまとの

コミュニケーションの機会を大切にしていき

たいと考えています。知ってもらえば心を聞

いて話ができます。署の幹部全員を会員の皆

さまに知ってもらいたし、。私が署に入った頃

は、税務署は鬼か邪かといわれていました。

しかし今は違います。これも法人会を始めと

する関係民間団体を通して、現在の納税者と

の信頼関係がつくられたと認識しています。

司会の岩波専務理事。

会って、話して、理解し合えるような関係で

ありたいと願っておりますし、そこで初めて

会員の方々の声を行政に生かすことができる

わけです。

会長 署のほうでは、 納税者のための税務署

でありたい、と常々いわれています。それと

全く軌をーにして、我々法人会は、会員のた

めの法人会でありたい。これを大前提に会の

運営をしていきたいと思っております。

確定申告の早期提出を

司会 ところで、今年度の確定申告が終わっ

たばかりですが、申告状況などを署長さんに

うかがいたいのですが。

署長 昨年夏以来パフ守ルの崩壊が取り沙汰さ

れ、また、景気が下降気味というなかでの確

定申告、そして税務署の機構改革後初めての

所得税、贈与税、個人消費税の申告だったわ

けですが、今のところ数字の上ではバブルの

影響は出ていないように思います。機構改革

についてもスムーズに受け入れられたようで

納税者の方にも迷惑をかけずに済んだのでは

ないでしょうか。今年は期限前の土曜が閉庁

だったことから、最終日はかなり混雑しまし

た。今年は法人会の皆さまにも早期提出をお

願いしましたが、事務の平準化のために、ぜ

ひ来年度もお願いしようと考えています。

会長 今年は理事に呼びかけて、初日の提出

をお願いしました。受付で署長さんに収受印

を押していただきました。来年は会員にも早

期の提出をPRしたいと考えています。

署長 会員の皆さんは会社の社長ですから確

定申告をされる方が多いと思います。早く提

出することになれば税理士さんの仕事も前倒

しでできるようになると思うんです。税理士

さんに伺いますと、社長さんの場合、なかな

か資料が集まらないという話も聞きます。税

理士さんがスムーズに仕事をしてもらうため

にも皆さんの早期提出は影響力が大きいと思

います。

司会 来年は法人会の事業として早期提出の

PRを取り込んで、いったらどうでしょう。

署長 そこまであつかましいお願いはできま

せんが…。東京局管内でも、こんなお願いを

している署長はいないのではないですか。

会長 税制委員会あたりで是非検討していき

たいと思います。

三人寄れば文殊の知恵?

司会 ここで話題を変えたいと思います。署

と法人会の協調関係について、それぞれのお

立場からお話を伺いたいと思います。

署長 先ほども申し上げましたが、法人会の

- 4 -



組織率が上がれば、それだけ署を知ってもら

うことができ、ひいては理解してもらう機会

が増え、納税思想の質的向上につながると考

えています。お互いのコミュニケーションに

よって、会員の皆さんは会の事業を通して税

に関する様々な情報を早く知ることができ、

私どもは、会員の皆さんから常に新しいご意

見を伺うことができ、それを税務行政に反映

させることができる。そんな関係と位置づけ

ています。

会長 立場は逆になりますが、帰結するとこ

ろは同じであると思います。法人会としては、正しい税知識の普及、納税道義の高揚を前提
に、税務行政の真の理解者を増やしていくこ

とが大きな仕事と考えております。同時に会

員企業の発展のお手伝いもする。企業の発展

は納税に結びつく。世間でいうところの持ち

つ持たれつの関係と考えています。

署長 最近あるものを読んで初めて知ったの

ですが、文殊の知恵という言葉がありますね。

三人寄れば文殊の知恵というので、文殊とい

うのは知恵を司どる菩薩ですから、凡人でも

三人寄れば文殊に匹敵する知恵が出ると解釈

していたのですが、実はそうではない。自分

から相対する者を見る立場、相手から自分を、， 見る立場、そして自分、相手以外の第三者か
ら二人を見る立場。物事を判断する際に、こ

の三つの見方をしなさいという意味なんです

ね。ですから税務行政の面でも法人会との関

係を維持していくためにも、すべからくこの

三つの見方が必要なんですね。

会長初めて知りました。知恵の出し合いと

いう意味ではなかったのですね。

司会何か今後を展望するうえで結論めいた

ものが見えてきたような気がします。

ここでお二人には仕事を離れていただきたい

と思います。署長、会長ともに趣味が鮎釣り

と伺っておりますが最近はいかがでしょう。

署長私は鮎に限らず渓流釣りが好きなので

すが、これはなかなか難しいですね。それと

最近では場所がなくなりました。

会長 私は三度の飯より川釣りが好きで、以

前はよく行ったのですが、最近ではなかなか

時聞がとれない。鮎釣りも昨年は2回。普段

は、余暇を利用して庖の仕事を片付けている

ような状態です。竿や道具の手入れをしなが

ら、あ、この毛針で大きいのを釣ったな、な

んて思い出に浸っています。この役職にある

限りなかなか時間はとれませんね。しかし'忙

しい最中に色々なことをやっていくというこ

とに、生きている喜びを感じるようになりま

した。よくあの人は暇そうだからお役を頼も

う、というのはダメだそうですね。むしろ忙

しい人に頼めと、先輩から教えられました。

署長 その通りですね。時間のない人は、気

を入れてコンパクトに仕事をする。したがっ

て出来上がりがよいのではないでしょうか。

会長確かに忙しい人にお願いしたほうが、

何事も旨く行くような気がします。

署長 NHKのTVドラマ『信長』に出てい

る“随天"という易者が盛んに“気"という

ことを言いますね。私も“気"に関心を持ち

始めているんですよ。仕事でも趣味でも“気"

を入れて取り組めば、たとえ結果に満足がい

かなくても納得はできると思うんです。私は

いま写真に興味を持っているんですよ。それ

も、高山植物の写真です。実現したら、撮っ

た写真を大きく引き伸ばして、皆さんに差し

上げたいと，思っています。山歩きをしながら

高山植物と話をするのが夢なんです。

会長 それは素晴らしい。私も鮎とじっくり

話をしてみたいと思いますよ。

司会話は尽きないようですが、時間もまい

りましたので本日の対談を終わりにしたいと

思います。長時間どうもありがとうございま

した。
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地区会活動報告
相原地区会 --地区会長田中 栄

平成田年も早や三分のーを過ぎようとしています。地区会活動も活発にとは思いつ

つも、さて行動に移すと成るとなかなか頭も身体も回らなく、焦り許りが先行します。

去る 2月21日(金)午後 1時より、会場小山センターにて堺相原小山地区合同の研修

会を開催する事が出米ました。出席者は28杜29名の参加を得ました。当日の講師には

町田税務署法人課税第一部門の小林統括官と野村上席指導官に御出席を賜まわり「税

務雑感」税務調査の実態と題して御講演を頂きました。常日頃なかなか聞く事の出来

ない赤裸々な話や領収書に纏わる具体的な話など出席者の皆様にも熱心に聞いていた

だき質疑応答の後に散会致しました。当日は小雪の舞い散る肌寒い一日でしたが本部

より鈴木英正副会長の御出席を得て、会員の皆様にも親しくお話をして戴き和やかな

内にも有意義な研修会となりました。又大同生命より二名の参加を得て保険について

の説明も聞きました。お礼申し上げます。

.-ーー}古唱J

鶴川第 I地区会 地区会長石川洋一郎

鶴川地区は、 3地区合同の地区会活動を行っております。去る 3月4日、石井両Ij署

長、小林第一統括官、野村上席指導官をお迎えして 3地区合同研修会が開催されました。

「法人税調査の実態」というタイトルで、小林統11~官が講演をされました。確定申告

前とし寸時節柄活発な質IllJも出て会が盛上り、研修会終了後の懇親会でも小林統括官、

. 野村指導官各氏の適切な助言御指導をいただく会11の方が多く、予想以上の盛会とな

り、予定時間を大巾に遅らせて閉会となりました。

t 会員と税務署の垣根を外し、聞かれた環境づくりにはこのような地区会活動が大切

?です。今後とも数多く開催する予定でおります。奥さんや社員の方にも出席していた

1だき身近なおつきあいをつくり、よりよい経営をめざすことが大切です。
、k--~....-・~一一....-..・・M 豊三一

本町田地区会圃凶 ー ←地区会長矢沢 武

当地区は昨年度誕生した新地区であり、商庖街の凶地を中心とした法人会の運営と

なる傾向があったが、故近郊外地開発、道路網の整備等により中小企業の進出が目立

ち法人会の運営も変りつつあります。このような現況のもとに今後の運営を下記のよ

うに実施して行く所存であります。(1)組織の拡大について。現在 l支部6班編成であ

るのを 2支部10班制となし運営の強化を図って行く (2)会員の増強について。未加入
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1法人並に新設法人については各役員の分担をきめ積極的な行動の6とに加入率の向上
をはかる。 (3)事業活動について。地区会のアンケートを参考とし会員親睦のもとに

運営。特に税務当局との研修会懇談会等を行ない地区組織強化並に内容の充実をはか

つて行く。又法人会の地域社会に対する認識を深めるため「法人会とはどんな団体で

あるか」のPRに努力して参りたい。

.-匂町-蝿.

原町田第2地区会 ...地区会長小川量司、

私の担当の原町田 5丁目、 6丁目は町田市の中心商業地であり、町田市の顔であり、

又町田市の心臓とも云われております。現在加入率80%以上を維持いたしております。

去る 2月3日に地区研修会を、八千代銀行町田支庖にて開催いたしました処、お忙し

、..， I ぃ中を臼井署長様に御出席を頂き、すばらしいお話を頂戴いたしました。

、，

お話をお聞きして、税務行政の公平な運営が如何に大切なことかよく理解できまし

た。署長様のお話は実に判り易く、しかも明るく、ユーモアと笑いがあり、その中に

権威と尊厳さと親しみのある講演をお聞きして、納税は国民の最大の義務であること

が出席者の皆様方に十分理解して頂くことが出来ました。尚、当日は小林統括官様よ

り税務雑感(法人税調査の実態)のテーマで実際に調査を担当された経験の具体的な

生の声をお聞きしまして適正な納税、正しい納税は必ず企業の発展成長に結びっく税

の仕組を勉強することが出来ました。

小林統括官様の笑いとジョークを交えての話し方に 1時間が実に短かく感じられま

した。最後の質疑応答も親切に対応して頂きました。

お蔭様で出席者の皆様から、白井署長様並ぴに小林統括官様並びに野村上席指導官

様に賞賛の声をお聞きすることができまして、主催者として研修会の成功に感謝と喜

びを感じております。

鶴川第3地区会- 地区会長須崎一男.

鶴川第三地区会は、 9名の地区役員で構成されています。当地区会は鶴JII1丁目-

6丁目、真光寺、広袴の地区を担当しています。鶴川団地内商庖会を中心に、真光寺、

広袴地区に事業所が分散し、地区内には4月上旬になりますと桜の花が咲きみだれ、

緑も多く環境の良い地域です。現在真光寺、広袴地区に日本住宅公団の造成が始り、

将来発展する地域にあります。今後当地区会を発展させるには、未加入法人の勧奨等

の課題が山積しています。今後役員が一丸となり会員増強、会活動に一層の努力をし

て、会員の皆様に御理解を頂き、地区会活動を発展させ、地区会運営に努力する覚惜

でございます。

.-.. ..... 
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新入会員を対象に、ガイダンスと

懇談会が開催されました

、lノ会の事業としては初めての試みでありま

す新入会員懇談会が3月24日、八千代銀行UIJ

田支庖の 5階ホールで開催されました。

本誌巻頭の対談で石井会長も話しているよ

うに、 H宇年度は会員数4000社を達成、新たに

会員になられた約400杜の方々を対象に、法

人会活動の理念を理解していただき、併せて

会員のメ リットは何か、を知っていただくこ

とを目的に開催されました。当日は80社余の

出席、石井会長、白井税務署長のご挨拶に引

き続き、当会地区会長と委員長の紹介の後、

岩波専務理事より 「法人会組織と会務運宮」

についてのガイダンスが行われました。次い

で、IHJ国税務署法人謀税第一部門 ・小林統括

官より税務署の組織と各管掌部門の内容、税

務調査にまつわる話があり、質疑応答へと移

りました。

会員の方々が法人会活動を通して箸の幹部

の方々と顔を合わせ、 親しく話をすることも

当会の目的のひとつです。今回の懇談会は初

めての試みでしたが、当初の目的は充分に達

成されたと思います。

小林統括宮の話はユーモアもあっておもしろい。 地区会長、委員長の紹介も行われた。

出席された新入会員の皆さま。

。。

岩波専務理事より会組織と会務

運営についてガイ ダンス。



、F

、F

法人税問答シリーズ

在長の生命保績が会在の

費用になさ5???

Cコ

社長「我が社も 5年目を迎えて、ょうやく軌道に乗ってきたようだし、最近では息子も跡を継

ぐ気になっているらしい。」

部長「創業当時はいろいろ苦労もありましたが、従業員も良く頑張ってくれたと思います。」

社長「そうだな。これからは社員の福利厚生にも力を入れないといけないな。ところで、私の

引退の話はまだ早いと思うが、何かあった時に家族のために退職金ももらえないような会

社だと刷るね。」

部長「社長にお話ししようと思っていたのですが、実は保険の話がありまして…。」

社長「イ可かね。」

部長「うちは運送業ですし、業務上の事故に遭う危険性も高いわけです。そこで、 5年以上勤

務した役員と従業員を対象に掛捨ての定期保険に加入したいと思っているのですが、いか

がでしょうか。」

社長「契約内容はどのようになっているのかね。」

部長「会社契約で、被保険者と保険金の受取人はいずれも役員と従業員で、すoJ

社長「会社が負担するのはいいが、費用として認められるのかね。」

部長「税務署に前もって問い合わせたところ、法人税、源泉所得税ともに問題はないとのこと

ですoJ

定期保険の場合(基通9-3-5、9-3-6の2、9-3-8)

死亡保険金の受取人 主契約保険料
特約保険料 契約者配当

法 人 損金算入

損金算入。ただし、役員等 損金算入。ただし、役員等

従業 L1の遺族 のみを被保険者とする場合 のみを特約給付金の受取人 益金算入

には給与 とする場合には給与

社長「それでは早速契約してくれたまえ。」

部長「わかりました。それと…次いで、というわけではないのですが…今のうちに社長の退職金

の資金の手当てもしておきませんと…。」

社長「おいおい、私は冗談のつもりでいったのだ、がね。」

部長「将来を考えた真面目な話ですよ。創業者が退職する場合に支払う退職金は、金額が金額

なだけに会社にとって大きな負担になることが予想されます。今から積立式の保険に加入

しておいた方がいいと思うので、すが…。」

9 -



社長「私だけ入るのかね。」

部長「税務上の問題もありますし、従業員の数もそれほど多くはないので全員加入させようと

思います。」

社長「満期時の受取人は私なのだろうね。」

部長「当然会社ですよ。半分は会杜の費用として認められるようですし…。」

社長「君もしっかりしているね。」

養老保険の場合(基通9-3-4、9-3-6の2、9-3-8)

保険金受取人
主契約保険料 特約保険料 契約者配当

死亡保険金 生存保険金

法 人 資産計上
資産計上額か

ら控除できる

従業員の遺族 従業員 給 与

1/2…資産計上 損金算入。ただし、役

1/2…損金算入 員等のみを給付金の受

従業員の遺族 法 人 ただし、役員等 取人とする場合には給 益金算入

のみを被保険者 与

とする場合には

給与

d 

r世ザ勾出#片~片~片持~持が句~片件が片~与件ボ片品が句井村~ガ与件#片:'.. ~ .. "~ ~告が均#封勾山#均弘骨片件がも

。税務署からのお知らせ。

毎週土曜日は

d 

、
l、

平成4年 5月から、原則として、国の行政機関は毎週土曜日が休みになりました。

税務署も、この政府の方針に従い、休ませていただきます。ご協力をお願いしますot 
.， 、

官 申告書の提出は?

O 税務署には、時間外収受ポストを設置しております。休みの日の申告書等の提出 t
にご利用下さい。

、
-'1. 、
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〈平成4年度税制改正の概要〉

相続税の負担調整、租税特別措置の整理合理化、厳しい財政事情への対応を内容とした「平

成4年度税制改正関連法案」が、去る 3月27日参議院本会議において賛成多数で可決され、

政府原案通り成立しました。

今回の法案成立に伴い実施される平成4年度税制改正の概要は次のとおりです。

1 .相続税等の負担調整

O 土地税制改革の一環として、平成4年分から土地の相続税評価額を適正化

O 評価時点…………………前年7月1日 町当年 1月1日

(地価公示に合わせるもの)、 O 評価割合…… H ・H ・....・ H ・-地価公示価格水準の 宮 地価公示価格水準の80%程度

70%程度

これにより、全体として相続税負担が増加することのないよう負担を調整

O 相続税の課税最低限を約2割引上げ

O 定額持除…………………4，000万f1J II:F 4，800万円

O 法定相続人一人当たり… 800万円 II:F 950万円

相続人が配偶者と子3人の場合

7，200万円 正す 8，600万円

相続人が配偶者と子2人の場合

6，400万円 II:F 7，650万I1J

、， O 相続税の税率について、課税最低限の引上げと併せて負担調整を図るため、その適用区

分の幅の拡大(最高税率は現行水準を維持)

O 小規模宅地等 (200m2) についての相続税の課税の特例について、大都市固など地価水

準の高い地域における相続税の負担状況等に配意し、その減額割合を拡充

O 事業用宅地……...・H ・..60% II:F 70% 

O 居住用宅地……・……・50% 町 60% 

O 相続税の税率適用区分の幅の拡大に伴い、贈与税の税率適用区分の幅の拡大(基礎控除

及び最高税率は現行維持)

O 巾告期限を rlOヶ月以内」に延長
o 6ヶ月以内...・ H ・H ・H ・..平成8年以後 10ヶ月以内

句

E
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(一 1月一6一分同一肌
はすべて12月末 } 

平成 5-7年………段階的に延長 J 

2.課税の適正・公平の確保等

O みなし法人謀税制度の廃止

不公平税制と批判されていた「みなし・法人課税制度」を平成4年末で廃止する。法人税の欠損金の繰戻しによる還付制度について、解散等の場合を除き、 2年間その適
用を停止する (平成4年4月1日以降終了する事業年度から)

。I青色申告特別控除制度」の創設と「青色申告控除」の廃止
O 青色申告控除……………………一平成 4年末で廃止

O 青色申告特別控除……………… 平成 5年から創設

① 正規の簿記の原則に従い記帳している事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営

む青色申告者 …・…・・…・………….35万円の所得控除

(貸借対照表の添付が要件)

② その他の青色申告者………・…10万円の所得控除

3.歳入不足に対応するための時限措置

O 法人特別税の創設 (法人臨時特別税及び石油臨時特別税は期限切れのため廃止)

基準法人税額のうち400万円を越える部分に対し、 2.5%の税負担

O 普通乗用自動車に係る消費税率を4.5% (特別税率)とする。

(6 %課税の経過措置は失効)

......新しく地価税の情報も i 
l 国間 国税局では皆さんが電話で自由時の内容な州脚1'1:[1< .::. .二内. とが出来る線に、テレフォン・サービス (タックスアンサー)を行 j 
i ‘・L"'? ってし、ますon 03-(3213) -2222に電話をかけますと、コンピュ
p，;:'¥.ftt;F'1つ ターが作動します。御利用の方は、知りたい情報のコードを選択す i i 腿 σ …一報が一/くみになっ一 i ν""，"<'>>/'11 ) このタ 7クスアンサーは、日11程・祝日を含む朝日寺から深夜241時

l 、?涯 T までご利用できます。平成4年l月引l日から施行されました地価税 i 
1 守) 法伽附の州内略容ω…川ても 下司記伽の灯コ一 ド暗番軒号粁でC叩叩叩ご冴却刈利糊柵IJ朋鵬用即恥吋山こな机れま廿す。 | 

921 地価税のあらまし 925 地価税の課税価格と税率 j 
922 地価税の納税義務者 926 地価税の基礎控除 i 
923 地価税の非標税となる土地等 927 地価税の申告・納税 1 
924 土地等の評価 928 地価税の申告書の提出先 l 

(以上、数字はコード番号

L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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!部会だより 青年部会!

青年部会員増強報告

青年部会では、平成3年度部会活動の基本

方針のひとつとして、永続的組織の実現及び

次世代を担う会員へのスムーズな世代交代の

ため、新規部会員の確保を目的として次のよ

うな事業を実施致しました。

イ) 青年部会員の現状認識(分析，評価)

、 ロ) 会員拡大方針・方法の検討作成

ハ) 拡大活動

ニ) 活動結果の検討及び補填活動

ホ) 平成4年度への提案

現状分析の結果から、部会員及び役員の年

齢構成が団塊の世代を中心として偏っており、

次の様に年齢別に新規部会員を補充強化する

必要がありました。

イ) 昭和27年4月以降生まれの新入会員

の拡大。

青年部会副部会長塩谷 仁

ロ) 昭和26年4月~昭和29年3月生まれ

の役員の増強。

以上のような具体的な目標に従って会員拡

大活動を実施しましたところ、今年度新たに

14名の新規部会員を獲得しました。

平成3年度の事業活動は、ほぽ計画どおり

の結果が得られました。

平成4年度には、部会員の会員としての認

識の高揚を図り、実働会員及び実働役員を増

強することが課題です。具体的には各地区会

ごとに個別に働き掛け青年部会員及び、役員

を補充強化する活動を行います。

法人会員数、青年部会員数は毎年変動しま

すので、平成3年度に作成した事業方針を継

続していくことが部会の永続的発展の基礎と

なると思います。

青年部会員拡大データー

、，
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|一公開講演会のお知らせ | 

平成4年6月16日(火) 開場 18時

開演 18時30分

町田市民ホール(第 4会議室)

味の素名誉会長・相談役

経団連副会長 前京橋法人会会長

歌田勝弘氏
「転換期における企業経営」

口日時

口場所

口講師

口演題

η
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|部会だより 婦人部会 l
車中で税金クイズを…

2月4日、東京工科大学、パルテノン多摩、

サンリオピユーロランドの施設見学を致しま

した。36名の部会員と小林統括官、野村ー上席

指導官の御参加をいただき、車中にて税金ク

イズをいたしました。

今回は役員による見学Kwiし、の提出や下見等

婦人部会部会長堤 敏子

手作りの研修会でしたが、無事終了すること

カfできました。

3月18日の税務研修会で今年度の行事は終

わり、研修会、見学会等により部会員同志の

交流が企業の発展の一端となることを祈念い

たします。

税務研修と造形盆栽

去る 3月18日、八千代銀行の会議室に於い

て相続に関する税務研修会を開催いたしまし

た。小雪の降る寒い日でしたが、予定以上の

方々のお集りをいただきました。署からは小

婦人部会副部会長神蔵玉江

林統括官、野村上席指導官のご出席をいただ

き、又講師には資産税に詳しい佐々木統括官

が、主婦向けに相続税、贈与税の改正のこと

など話して下さいました。とても分り易い説
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明で、皆様熱心に聞き入って

おりました。

2部では、豊島伊都子先生

指導により 、造形盆栽(おも

と)を作りました。鋲で型よ

く葉を作り、筆で色ぬりをし、

本物の葉の様にするため巧に

葉をひねったり 、伸したりし

て手先の作業を楽しみ乍ら仕

上げました。

お陰様で3年度の婦人部行

事も終わり、おもとの鉢をか

かえ笑顔の解散となりました。

婦人部活動にご協力していた

だいた皆様ありがとうござい

ました。

|部会だより 源泉部会 1

源泉税務研修会の報告

平成4年 3月26日、八千代銀行町田支j古に

おいて源泉税務研修会を開催いたしました。

町田税務署の吉金特別調査官よりごあいさ

つをいただき、早速研修会に入りました。

テーマは、部会役員会にて検討し「社内規

則と税金問題のKNOWHOWJを選びました。

研修は、 吉金特別調査官、野村上席指導官、

源泉担当の大村¥寺崎両事務官が、当日参加

した方々24名を 6つのグループに分け、次の

具体的な項目について、まず野村上席指導官

の全体的なレクチャーの後、それぞれ討議し

て頂き、そこから出てきた意見 ・質問等に応

答するという前回好評だった形で、各テーマ

源泉部会幹事 津田邦佳

の解説や指導、また謀税扱いにならないため

の注意点を親切に説明していただき ました。

会社における社内規則の整備が重要なこと

を再認識させられた次第です。

会場は活気にあふれ、参加された会員にと

って大変有意義な研修会となりました。

当日の研修項目は次のとおりです。

I 出張旅費

H 慶弔見舞金

町 役員 ・従業員保険

町 退職給与

V 発明工夫等の表彰金

刊 金銭消費貸借

ph
d
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厚

のご報告f20万社達成キャンペーン」経営者大型保障制度

‘' 

仙太郎

尚、 4月21日から 5月30日迄、従業員の退

職金制度であります東法連特退共のキャンベ

ーンが始まっております。 1口1，000円で従

業員 1人でもご加入いただけ、大企業並みの

退職金制度をご準備いただけます。是非ご利

用下さい。

金子厚生委員長

平成3年度の最大目標でありました加入企

業20万社達成キャンペーンは、会員各位の多

大なるご協力により達成率186%と大幅な達

成が出来ました。(全法連平均126%)

厚生委員会、受託会社より厚く御礼申し上

げます。

引き続き福利厚生制度に対する一層のご理

解ご協力をお願い申し上げます。

相続対策プランのご案内「スーパーセレクト21J新制度
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d 
ム:一方の被保険者の死亡・高度障害

企:他方の被保険者の死亡・高度障害

夫死亡時

契約者:妻または子

被保険者

被保険者:妻

受取人:子

*くわしくは、事務局までお問合せ下さい。

ご案内申し上げます。
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(図 2)契約形態

契約時

契約者:夫

被保険者:夫

被保険者:妻

受取人:子

E令

法人会で平成4年4月2日より推進してい

る「スーパーセレクト21J相続対策プランに

ついてご案内いたします。

制度の仕組(図 1) 

ご婦人2人で加入し、一方の被保険者が死

亡または所定の高度障害状態となられた場合

に掛金は免除になります。その後他方の被保

険者が死亡または所定の高度障害状態となら

れた場合に、保険金をお支払いします。(二

次相続対策)

いままでのセレクト21等と組み合わせれば

一次相続にも対応できます。

スーパーセレクト21の副次的効果(図 2)

契約者が死亡し相続人が新たな契約者にな

る場合、その契約の権利は相続税法26条に基

づき、「既払込掛金X70% 保険金額X2 %J 

で評価されます。(相続財産の評価減効果)

掛金について

ご夫婦別々に加入されるより掛金は安くな

ります。是非ご利用ください。



我が地区会・・・・・.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .小山地区会

小山地区は市の中心から遠

く不便なことから町田のチベ

ットと云われた事もあります

が、ここ数年で様相は一変し

ました。一昨年町の中心部を

尽王線が貫通し、昨年春には待望の新駅「多

摩境」が誕生したからです。 二時間近く要し

た都心迄50分足らずで行ける様になり俄然脚

光を浴びる地域となったのです。これが大き

な要因で、昨年は地価上昇率東京ーと云う事

で新聞紙上に大きく報道されました。現在駅

周辺の開発が急ピッチで進行中で、これに関

連して町田街道の大巾な拡11届工事の為の買収

交渉も年内に始る事になっております。これ

等の開発工事が終了すると成瀬地区に匹敵す

る近代的な町の出現が予想され胸のふくらむ

想いですが、反面我々事業者にとっては種々

地区会長三樹. 11多身

の難しい問題の発生も考えられ手放しでは喜

べない所です。しかしいずれにしろ近代化の

波は目前に迫っており、避けて通るわけには

行きません。これ等の事を考える時、法人会

の活動にも自然と力が入って来るわけです。

会の催す種々の企画等にも積極的に参加し、

情報を活用し一致協力して進んで行かなけれ

ばと、決意新たな今日この頃です。

我が地区会…一一・… ・・ ・・・・ ……・・…鶴間地区会

鶴岡地区は、東名高速イン

ターチェンジや田園都市線の

利用で都心への使利性から町

田市の南の玄関口として交通

の要衝ともなっている。その

立地条件により近年、自動車関連、運輸関連

をはじめさまざまな業種の転入が多くなって

いる。

開発がすすみ増強運動時での訪問で所在地

をさがすのに苦労することもあります。

地区会の今後の課題としては、まず役員組

織を充実させ、意見の交換をしながら会員相

互の連帯感につながるような企画をたてたい

と思っています。

地区会長 四 ヶ所 守

地区会177社が法人会活動を通じて、お互

いの交流が深まるとともに自社の発展も成就

できたら、「良き経営者」として地域にも大

いに貢献できることと確信いたします。
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名伯楽j8~グ

(元大関貴ノ花)

一一中学校時代水泳選手としてオリンピックも夢で

はなかった親方が、目標を変えて角界に飛び込まれ

たのは何故ですか。

当時よくマスコミに「水泳じゃメシが食えない」

と私がカ yコよく言い捨てて、角界に飛び込んだよ

うに書かれましたけれども、本当の所は違うんです

よ。角界入りを強く勧めたのは私のお袋なんです。

お袋は高校へ行くのだったら「水泳」じゃなくて「勉

強」で行ってくれ。スポーツの道に進みたいのなら、

プロの力士になってくれと私を何度も説得しました。

私は最初あまり采気ではなかったし、兄の二子山親

方(現理事長)も強〈反対していましたけれど、結

局お袋の熱意が通じたのでしょうね。ある 日、 二子

山親方に「満(親方の本名)、相撲取になりたいか」

と聞かれた時、私も「はい IJ と答えたんですよ。

一一親方は現役時代、軽量をカバーするため、少し

でも多〈食べることに努力されたと伺っております

が、このダイエット全盛の時代にピンとこないもの

があります。ょせニで「食べる苦しさ」について聞か

せていただけますか。

われわれが「太る」ということは、ダイエ γ 卜に

悩むお嬢さんが「太る」のとはわけが違うんですよ。

とにかく限界まで体を大きくした上に、さらに無理

矢理太ろうとするわけですから。私は10品くらいの

おかずを並べて、毎食、苦しくて座っていることも

できなくなるくらいまで食べました。夜食も若い頃

は肉類を大量に詰め込んでいましたよ。でもだんだ

ん食べるこ とに疲れてきましてねえ、精神的に。現

役H寺代の終り頃は、うどんや、そーめんの夜食にな

ってしまいましたカ、ね。

一一現役時代に対戦された 2人の名横綱(大鵬、北

の湖)の強さとは。

大鵬親方は「守り」、北の湖は「攻め」と好対照の

相撲でしたが、 2人とも強かったですね。大鵬親方

の場合、相手の力をその柔軟な体で全部吸収してし

まうんですよ。その上で、上から強い力で押し潰し

てくる。北の湖はとにかくスピードヵ、あった。あの

巨体からは想像できないかもしれませんが、私は北

の湖のスピードについていけませんでしたよ。

一一法人会の会員は企業経営者なのですが、親方の

経営される藤島部屋が幕内力士6人を弛える大部屋

に急成長されたのは、どのような努力によるものと

お考えですか。

特に変った事はしていませんよ。ただ私の指導方

針は厳しい試練を与えて、それについてこさせると

いうやり方です。大切な事は努力の「方法」を教え

込むことです。どういう努力をすれば、より確実に

大きな成果が挙げられるかを体得させたし、。そのた

めには毎日の生活からきちんとしなければいけない。

私は機古場で厳しいですよ、 一点の妥協も許きない。

毎日の稽古にきちんとした心構え と良い体調で臨む

ためにはいい加減な生活態度ではダメなんですよ。

これは相撲以外の全ての事にも通ずると思います。

但し私生活商では、 100%の要求はしていません。そ

こまですると息が詰まってしまいますからね。見て

見ぬフリをする事もあります。

私は決して藤島部屋が順調にいっているなんて思

。。
噌

E
i



蕊蕗総雄三;説民主主j主ご誌記沿いよ謀議訂正弘、九，主主主ヘμ

っていません。そんな甘いものじゃない、私がそん

な気持ちでいた ら力士たちは急降下してしまう 。私

は貴闘力によくこう言って戒めているんですよ。「関

脇から幕下まで落ちるまでたった 3場所だ」 ってね。

一一伸びるカ士とは。

一番大切なのはやは り精神力ですね。自分をどこ

まで苦しい所に追いつめて耐えることができるかで

す。むろん肉体的な素質も大きいですよ。筋肉の強

さとか、運動神経とか、粘りのある足腰とか。でも

努力によって体格は変えていけるし、鍛えていくこ

とによって、それまで隠れていた素質を引き出すこ

ともできるんです。素質は大切ですが、素質だけで

や っ ていくことはできない 。 ~1i くな った人たちは皆、

自分なりの努力の仕方を身につけている人たちです。

一一若花田問、 貴花田聞が角界入りされた時の親方

の心境をお聞かせ下さい。

自分の入った時の事を考えて、これから大変だろ

うなあ、苦しい事がいっぱいあるだろうなあって思

いましたよ、それだけです。それしかいえんのです。

何故なら、私は他人様の大切な子供を大勢預かって

いるんですよ 。皆、 私が直接会って「オレについて

こい」と言って説得した子供たちです。親方として

の責任を考えると、自分の息子といえども、肉殺の

情を見せるわけにはいきません。

一一最近の外国人力士の台頭にどういう感想をお持

ちですか。

相撲は確かに日本の国技だけど、実力があって気

持ちも立派な人が上に行くのがルールですよ。その

lレールがあるからこそ、今まで相撲は200年続いて

きたわけで、外国人だからといって差別して考える

のはおかしいですね。仮に将来、横綱が皆、外国人

で占められたとしても、日本人はその結果を謙虚ーに

受け止めて、頑張っていくべきですよ。相撲の型と

いうのはひとつじゃない。それぞれの体に合った相

撲があるのです。日本人も 外国人もおEいに切碓琢

磨しながら上をめざしていけば良いと思いますよ。

一一法人会は、納税知識の普及も行っている団体な

のですが、親方は税金がどういう事に役立てば良い

とお考えですか。

私は税金の事はよくわかりませんが、とにかく払

うべきものは払ってウソがなければそれでいいんじ

ゃないかと思います。集まった税金が日本人のため

に もちろん日本人のためはみミりでなくても良い

と思いますが一一役立って、日本国が少しでも良く

なればいいと思います。

一一最後に、親方が常日頃から大切に考えておられ

るニとを一言、お願いいたします。

今、人生だいたい70年ですよね。だから相撲部屋

での生活もその70年の枠の中で見なきゃいけないと

思います。強くなってスター力士になる子もいれば、

下積みのまま終ってし まっ子もいます。もちろん強

くなれた方がいいに決まっていますが、強くなれな

かった子も、年寄りになって、自分の人生を胸を張

って振り返れるようになれれば、それで相撲取にな

った甲斐があったと思います。自分の歩んできた人

生を忘れないでいて欲しいですね。お世話になった

人のことも 、いじめられた人のことも。今の自分が

どのようにしてつくられてきたかを忘れてはいけな

いと思います。

藤島部屋にて、本人談

-藤島親方の略歴

昭和25年生。青森県出身。昭和40年夏場所

初土俵。昭和47年秋場所後大関に昇進。昭和

50年春場所13勝 2敗で初優勝。大関を50場所

勤める。優勝 2回。左四つからの吊出し、上

手投げを得意とした。現在相撲協会監事。路

島部屋を幕内力士 6人を抱える大部屋に育成。
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事務局だより
新緑の候。会l!の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお塵び巾し上げます。

本日、会報第39せをお届けするとともに、事務局から会活動の近況をご報告致します。

日正報のとおり、 3月には原町田、鶴川地区で研修事業が開催され、部会でも婦人・源泉部会

で税務研修会が開催されました。また、新規会員を対象とする懇談会が、今回初めて開催され

るなど活発な活動が行われました。 4月には、青年部会が第13固定期総会を開催しております。

さて今回は、会1i の皆様から頂いている会費の集金方法についておI，~晶、があります。

現在当会では、会費の口座振替(三井ファイナンス)の御利用をお願いしております。お陰

様で80パーセント近くの会員の方よりご理解されておりますが、入手を必要とする手集金もま

たあります。現在この手集金は、各地区会役l!のお骨折りで集金している現状で、なかには御

自身の仕事を犠牲にしている場合があるとW，¥t、ます。

三井ファイナンスを利用する口時振替では、会員の方のご希望の金融機関より所定の会費が

引き落とされ、その手数料は当会がれ伊ー致します。主要な点は、これにより地区会活動にも余

裕が!IL，J<:，一府の充実化が可能となる事です。是非この機会にご検討頂ければ幸いです。

批後に事務局では、平成4年度も会の発以と活性化に一層の努力をして参る所存です。会員

の持様には、今後ともご指導ご

、F

〈法人会シールが新しくなりました〉

法人会シールをご利用ください

従来、会報円裏表紙仁印刷されていま

し止法人会ン ルを より使いやすい

形に円りかえました 法人申告書に、

l刈のように}抗ってお使いくださいa

南(社)町図法人会会員

同(社)町図迭人会会員

、F

本誌中に、新しくっくりました<(社)町田法人会シール〉

が挿入されています。

大きさはB6サイズで、色は銀地です。 1シートに 2枚つい

ています。

近年「法人会シール」の利用が増えており、切り取って使う

よりもさらに使い易く…と云う会員の皆様からのご希望により、

新たにっくり j{{したものです。

ご使用については台紙の説明のとおり、法人申告書“別表 1" 

の所定の位置にお貼りくださし、

社卜l] 法人 町田法人会会報第39号

発行年月日 平成4年 5月15日

発 行 所 社団法人町田法人会

東京都町田市原町田 3丁目 4番4号

TEL 0427 (26) 2453 FAX 0427 (24) 5853 
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時代のニーズにお応えして、

経営者の方々に安心をお届けいたしま主

企業保障フラン也タイプ-・E逼理蓬重盗主E陸監盟国語IDi1ヨ・圃
企業保附プラン・総合型しは、

カ、、ンノfリキjet tる粁れ{Iの，む(iA:とi]-1i)r)Jをパックアッフ。します。

平均寿命を超えた長期保障
-最高85歳までの長期保障、保険料は一定0
・新規加入は74歳まで‘。

ワイドに充実した保障内容
-入院は5日以上から保障。
・手術、看護、入院・通院の治療にも安心。

大きな安心で‘応援します
-最高3億円の大型保障。
・海外での事政・病気も保障0

・退職金、功労金などの財源確保。

.中途でおやめになる場合でも定時の解約払戻金

および積立配当金者E受けとることかできます。

引受会11 大同生命 白IU保険会社
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